
 
 

川 島 桶 川 資 源 循 環 組 合 新 ご み 処 理 施 設 整 備 基 本 計 画 策 定 等 業

務 委 託 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、新 ご み 処 理 施 設 整 備 基 本 計 画 策 定 等 業 務 委 託

を 効 率 的 か つ 効 果 的 に 進 め る た め 、公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル に よ り 最

適 な 委 託 業 者 を 決 定 す る こ と に つ い て 、必 要 な 事 項 を 定 め る も の

と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て「 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 」と は 、新 ご み 処

理 施 設 整 備 基 本 計 画 策 定 等 業 務 委 託 に 関 す る 企 画 提 案 書 （ 以 下

「 企 画 提 案 書 」と い う 。）を 提 出 さ せ 、企 画 提 案 書 を あ ら か じ め 定

め た 評 価 基 準 に 照 ら し て 審 査 及 び 評 価 を 行 い 、最 も 質 の 高 い 成 果

を 得 る こ と が で き る と 見 込 ま れ る 提 案 者 を 特 定 す る 手 続 を い う 。 

（ 業 務 委 託 の 内 容 ）  

第 ３ 条  業 務 委 託 の 内 容 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1)  業 務 名 称  新 ご み 処 理 施 設 整 備 基 本 計 画 策 定 等 業 務 委 託  

(2)  業 務 内 容 別 紙 「 仕 様 書 」 の と お り と す る 。  

(3)  期 間 契 約 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

(4)  委 託 限 度 額  総 額  １ ０ ９ ， ２ ０ ０ 千 円 （ 取 引 に 係 る 消 費 税  

及 び 地 方 消 費 税 を 含 む 。）  

令 和 ７ 年 度  ６ ６ ， ６ ０ ０ 千 円  

令 和 ８ 年 度  ４ ２ ， ６ ０ ０ 千 円  

（ 審 査 委 員 会 ）  

第 ４ 条  公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル を 実 施 す る に 当 た り 、次 に 掲 げ る 事 項

の 審 議 を 行 う た め 、別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、新 ご み 処 理 施 設 整



 
 

備 基 本 計 画 策 定 等 業 務 委 託 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 会（ 以 下

「 委 員 会 」 と い う 。） を 置 く 。  

(1)  審 査 方 法 及 び 評 価 基 準 に 関 す る 事 項  

(2)  委 託 契 約 候 補 者 及 び 次 席 者 の 特 定 に 関 す る 事 項  

(3)  そ の 他 管 理 者 が 必 要 と 認 め る 事 項  

（ 参 加 者 の 資 格 ）  

第 ５ 条  公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 で き る 者 は 、新 ご み 処 理 施 設 整

備 基 本 計 画 策 定 等 業 務 委 託 を 効 率 的 か つ 効 果 的 に 実 施 で き る 法

人 及 び そ の 他 の 団 体（ 以 下「 法 人 等 」と い う 。）で あ り 、次 に 掲 げ

る 要 件 を 満 た す 者 と す る 。  

ま た 、本 業 務 の 実 施 に あ た り 業 務 の 一 部 を 委 託 す る 場 合 は 、あ

ら か じ め 発 注 者 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ と と し 、当 該 協 力 企 業

等 に つ い て は 、第 ２ 号 か ら 第 ７ 号 の 要 件 を 満 た さ な け れ ば な ら な

い 。  

(1)  川 島 町 又 は 桶 川 市 で の 指 名 競 争 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 （ 設 計 ・

調 査 ・ 測 量 ） の う ち 「 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 」 に 登 録 さ れ て い る

こ と 。  

(2)  建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 に 関 す る 国 土 交 通 大 臣 に よ る 登 録 を 受

け て い る こ と 。 な お 、 登 録 部 門 は 「 廃 棄 物 部 門 」、「 都 市 計 画 及

び 地 方 計 画 」 及 び 「 建 設 環 境 部 門 」 と す る 。  

(3)  地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の

４ に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

(4)  役 員 に 次 の ア 又 は イ の い ず れ か に 該 当 す る 者 が い な い こ と 。  

ア  破 産 者 で 復 権 を 得 な い 者 。  

イ  禁 固 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を

受 け る こ と が な く な っ た 日 か ら ２ 年 を 経 過 し な い 者 。  



 
 

(5)  次 の ア か ら ウ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 で な い こ と 。  

ア  民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） に 基 づ き 再 生 手

続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い る 者 。 た だ し 、 同 法 に 基 づ き 再

生 手 続 開 始 の 申 立 て を さ れ た 者 で 、 同 法 第 １ ７ ４ 条 第 １ 項 の

規 定 に よ る 再 生 計 画 認 可 の 決 定 を 受 け て い る 者 は 除 く 。  

イ  会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） に 基 づ き 更 生 手

続 開 始 の 申 立 て （ 同 法 附 則 第 ２ 条 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例

に よ る こ と と さ れ る 更 生 事 件 に 係 る も の を 含 む 。 以 下 同 じ 。）

が な さ れ て い る 者 。 た だ し 、 同 法 に 基 づ き 更 生 手 続 開 始 の 申

立 て を さ れ た 者 で 、 同 法 第 １ ９ ９ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 又

は 第 ２ ０ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 更 生 計 画 認 可 の 決 定 を 受 け

て い る 者 は 除 く 。  

ウ  破 産 法 （ 平 成 １ ６ 年 法 律 第 ７ ５ 号 ） に 基 づ き 破 産 手 続 開 始

の 申 立 て （ 同 法 附 則 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例

に よ る こ と と さ れ る 破 産 事 件 に 係 る も の を 含 む 。）が な さ れ た

者 及 び そ の 開 始 の 決 定 が さ れ て い る 者 。  

(6)  国 税 、 地 方 税 、 法 人 税 及 び 消 費 税 等 を 滞 納 し て い な い 法 人 等

で あ る こ と 。  

(7)  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年

法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 暴 力 団 、 同 条 第 ６ 号 に 規

定 す る 暴 力 団 員 で あ る 代 表 者 、役 員 又 は 使 用 人 を 有 す る 法 人 等

並 び に そ れ ら の 利 益 と な る 活 動 を 行 う 法 人 等 で な い こ と 。  

(8)  地 方 公 共 団 体（ 一 部 事 務 組 合 を 含 む 。）が 発 注 す る 、一 般 廃 棄

物 の 焼 却 処 理 施 設（ 発 電 設 備 を 有 す る 、 施 設 規 模 が ７ ０ ｔ ／ 日

以 上 の も の に 限 る 。）に 関 す る ご み 処 理 施 設 整 備 基 本 計 画（ 以 下

「 同 種 業 務 （ 施 設 整 備 基 本 計 画 ）」 と い う 。） を 、 平 成 ２ ７ 年 度



 
 

以 降 に 元 請 け と し て 受 託 し 、か つ 参 加 表 明 書 提 出 時 点 に お い て

業 務 が 完 了 し た 実 績 を ２ 件 以 上 有 す る こ と 。な お 、同 種 業 務（ 施

設 整 備 基 本 計 画 ） に は 、施 設 整 備 基 本 構 想 は 含 ま な い も の と す

る 。  

(9)  地 方 公 共 団 体（ 一 部 事 務 組 合 を 含 む 。）が 発 注 す る 、一 般 廃 棄

物 の 焼 却 処 理 施 設（ 発 電 設 備 を 有 す る 、 施 設 規 模 が ７ ０ ｔ ／ 日

以 上 の も の に 限 る 。）に 関 す る 生 活 環 境 影 響 調 査（ 以 下「 同 種 業

務 （ 生 活 環 境 影 響 調 査 ）」 と い う 。） を 、 平 成 ２ ７ 年 度 以 降 に 元

請 け と し て 受 託 し 、か つ 参 加 表 明 書 提 出 時 点 に お い て 業 務 が 完

了 し た 実 績 を ２ 件 以 上 有 す る こ と 。 な お 、 同 種 業 務 （ 生 活 環 境

影 響 調 査 ） に は 、 環 境 影 響 評 価 書 の 作 成 も 含 む も の と す る 。 ま

た 、施 設 整 備 基 本 計 画 と 生 活 環 境 影 響 調 査 の 実 績 は 、 同 一 自 治

体 で な く て も 可 と す る 。  

２  本 業 務 に お い て は 、本 業 務 の 公 表 日 現 在 ３ か 月 以 上 の 雇 用 関 係

に あ る 管 理 技 術 者（ 川 島 桶 川 資 源 循 環 組 合 委 託 契 約 約 款 第 ８ 条 に

定 め る 現 場 責 任 者 を 読 み 替 え て 扱 う も の と す る 。） 及 び 主 担 当 技

術 者 を 配 置 す る も の と し 、 要 件 は 次 の と お り と す る 。  

(1)  管 理 技 術 者  

技 術 士（ 総 合 技 術 監 理 部 門  衛 生 工 学 ‐ 廃 棄 物・資 源 循 環 ）又

は 技 術 士（ 衛 生 工 学 部 門  廃 棄 物・資 源 循 環 ）の う ち 、い ず れ か

の 資 格 を 有 し 、前 項（ 8）に 示 す 同 種 業 務（ 施 設 整 備 基 本 計 画 ）

に お け る 担 当 技 術 者 と 同 等 以 上 の 完 了 実 績 を ２ 件 以 上 有 す る

こ と 。  

(2)  主 担 当 技 術 者  

廃 棄 物 関 連 施 設 及 び 生 活 環 境 影 響 調 査 の 設 計 ・ 建 設 に 係 る 技

術 的 知 識 と 、 十 分 な 経 験 を 持 つ 技 術 者 と す る こ と 。 な お 、 部 門



 
 

ご と に 担 当 技 術 者 を 配 置 す る こ と は 可 と す る 。  

ア  廃 棄 物 処 理 技 術 者  

前 項（ 8）に 示 す 同 種 業 務（ 施 設 整 備 基 本 計 画 ）に お け る 担

当 技 術 者 と 同 等 以 上 の 完 了 実 績 を ２ 件 以 上 有 す る こ と 。  

イ  生 活 環 境 影 響 調 査 技 術 者  

前 項（ 9）に 示 す 同 種 業 務（ 生 活 環 境 影 響 調 査 ）に お け る 担

当 技 術 者 と 同 等 以 上 の 完 了 実 績 を ２ 件 以 上 有 す る こ と 。  

(3)  管 理 技 術 者 は 、 主 担 当 技 術 者 を 兼 ね て は な ら な い 。  

(4)  管 理 技 術 者 及 び 主 担 当 技 術 者 は 、 い ず れ も 平 成 ２ ７ 年 度 以 降

に 実 績 を 有 す る 者 と す る 。 た だ し 、 参 加 表 明 書 提 出 時 点 に お い

て 業 務 が 完 了 し て い る も の に 限 る 。  

（ 実 施 要 領 の 公 表 ）  

第 ６ 条  管 理 者 は 、公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル の 実 施 に 当 た り 、次 に 掲 げ

る 事 項 を 組 合 ホ ー ム ペ ー ジ に よ り 公 表 す る も の と す る 。  

(1)  趣 旨  

(2)  公 募 に 関 す る 事 項  

(3)  応 募 書 類 に 関 す る 事 項  

(4)  審 査 に 関 す る 事 項  

(5)  留 意 事 項  

(6)  書 類 の 提 出 先 及 び 問 い 合 わ せ 先  

 （ 質 問 書 の 提 出 ）  

第 ７ 条  公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、前 条 の 規 定 に

よ り 公 表 し た 期 間 に 質 問 書（ 様 式 第 １ 号 ）を 管 理 者 に 提 出 す る こ

と が で き る 。  

２  前 項 の 質 問 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 は 、全 て の 質 問 及 び 回 答 を 取

り ま と め た も の を 組 合 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る も の と す る 。  



 
 

（ 参 加 表 明 手 続 ）  

第 ８ 条  公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、次 に 掲 げ る 資

料 を 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 公 表 し た 期 限 ま で に 管 理 者 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

(1)  参 加 表 明 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

(2)  参 加 者 概 要 書 （ 会 社 概 要 ）（ 様 式 第 ３ 号 ）  

(3)  関 連 業 務 実 績 書 （ 様 式 第 ４ 号 ）  

(4)  業 務 実 施 体 制 書 （ 様 式 第 ５ 号 ）  

(5)  予 定 技 術 者 実 績 書 （ 様 式 第 ６ 号 ）  

（ 参 加 資 格 の 確 認 等 ）  

第 ９ 条  管 理 者 は 、前 条 に 掲 げ る 資 料 を 提 出 し た 者 に つ い て 、第 ５

条 に 規 定 す る 参 加 者 の 資 格（ 以 下「 参 加 資 格 」と い う 。）を 満 た す

も の で あ る か 確 認 す る も の と す る 。  

２  管 理 者 は 、前 条 に 掲 げ る 資 料 を 提 出 し た 者 に 対 し 、第 ６ 条 の 規

定 に よ り 公 表 し た 日 に プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 資 格 確 認 結 果 通 知 書（ 様

式 第 ７ 号 ）（ 以 下「 確 認 結 果 通 知 書 」と い う 。）に よ り 、前 項 の 確

認 の 結 果 に つ い て 通 知 す る も の と す る 。  

３  管 理 者 は 、参 加 資 格 を 満 た す こ と が 確 認 で き な か っ た 者 に 確 認

結 果 通 知 書 を 通 知 す る と き は 、参 加 資 格 が 認 め ら れ な か っ た 理 由

を 記 載 す る も の と す る 。  

（ 企 画 提 案 書 等 の 提 出 ）  

第 １ ０ 条  確 認 結 果 通 知 書 に よ り 参 加 資 格 が 認 め ら れ た 者 は 、提 案

者 と し て 次 に 掲 げ る 資 料（ 以 下「 企 画 提 案 書 等 」と い う 。）を 第 ６

条 の 規 定 に よ り 公 表 し た 期 限 ま で に 管 理 者 に 提 出 す る こ と が で

き る 。  

(1)  企 画 提 案 書 等 送 付 書 （ 様 式 第 ８ 号 ）  



 
 

(2)  企 画 提 案 書 （ 様 式 第 ９ 号 ）  

(3)  見 積 書 （ 様 式 第 １ ０ 号 ）  

２  前 項 に 規 定 す る 期 日 ま で に 企 画 提 案 書 等 を 提 出 し な か っ た 者

は 、 提 出 の 意 思 が な い も の と み な す 。  

（ 企 画 提 案 書 等 の 取 扱 い ）  

第 １ １ 条  公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル へ の 応 募 に 要 す る 費 用 は 、提 案 者 の

負 担 と す る 。  

２  提 出 さ れ た 企 画 提 案 書 等 は 、 提 案 者 に 返 却 し な い も の と す る 。 

３  提 出 さ れ た 企 画 提 案 書 等 は 、提 案 者 に 無 断 で 使 用 し て は な ら な

い が 、審 査 結 果 の 公 表 等 で 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 に は 、企 画 提 案

書 等 の 一 部 又 は 全 部 を 無 償 で 使 用 で き る も の と す る 。ま た 、審 査

の 過 程 に お い て 必 要 な 場 合 に 限 り 、 一 部 又 は 全 部 を 使 用 （ 複 製 、

転 記 又 は 転 写 等 ） す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 委 託 契 約 候 補 者 及 び 次 席 者 の 特 定 ）  

第 １ ２ 条  委 員 会 は 、別 に 定 め る 審 査 要 領 に よ り 、提 出 さ れ た 企 画

提 案 書 等 の 内 容 の 評 価 を 行 い 、総 合 評 価 点 の 最 も 高 い 者 を 委 託 契

約 候 補 者 に 、 次 点 の 者 を 次 席 者 に 特 定 す る も の と す る 。 た だ し 、

最 高 評 価 点 を 取 得 し た 者 が ２ 者 以 上 と な っ た 場 合 は 、見 積 価 格 の

最 も 低 い 者 を 委 託 契 約 候 補 者 に 特 定 す る 。さ ら に 、見 積 価 格 が 同

額 で あ る 場 合 は 、第 ２ 次 審 査 の 評 価 点 が 最 も 高 い 者 を 委 託 契 約 候

補 者 と す る 。  

（ 審 査 結 果 の 通 知 ）  

第 １ ３ 条  管 理 者 は 、前 条 の 規 定 に よ り 特 定 さ れ た 委 託 契 約 候 補 者

及 び 次 席 者 を 決 定 し た と き は 、提 案 者 に 対 し 、そ の 旨 を プ ロ ポ ー

ザ ル 審 査 結 果 通 知 書（ 様 式 第 １ １ 号 ）に よ り 通 知 す る も の と す る 。 

２  提 案 者 は 、委 託 契 約 候 補 者 の 決 定 に つ い て 異 議 を 申 し 立 て る こ



 
 

と が で き な い 。  

（ 参 加 者 の 失 格 ）  

第 １ ４ 条  管 理 者 は 、公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 し た 者 又 は そ の 提

出 さ れ た 企 画 提 案 書 等 の 内 容 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、

当 該 提 案 者 を 失 格 と す る 。  

(1)  本 実 施 要 綱 に 定 め る 手 続 を 遵 守 し な い 場 合  

(2)  参 加 資 格 を 有 し て い な い 場 合  

(3)  応 募 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た 場 合  

(4)  川 島 桶 川 資 源 循 環 組 合（ 以 下「 組 合 」と い う 。）が 提 示 し た 委

託 料 の 限 度 額 を 超 え る 見 積 を 提 出 し た 場 合  

(5)  審 査 の 公 平 性 に 影 響 を 与 え る 行 為 が あ っ た 場 合  

(6)  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 審 査 に 参 加 し な い 場 合  

(7)  そ の 他 不 正 な 行 為 及 び 不 適 合 事 項 が あ っ た と 組 合 が 認 め た 場

合  

（ 庶 務 ）  

第 １ ５ 条  公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル の 庶 務 は 、施 設 課 に お い て 処 理 す る 。 

（ そ の 他 ）  

第 １ ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル の 実

施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



 
 

 

 

様式第１号（第７条関係）  

  年   月   日  

 

川島桶川資源循環組合  

管理者  

 

               所 在  地               

               参加者名               

               代表者名             印  

 

質問書  

   次の事項について質問します。  

質問内容（簡潔に記入してください。）  

 

注：質問がない場合、質問書の提出は不要です。  



 
 

 

 

様式第２号（第８条関係）  

  年   月   日  

 

川島桶川資源循環組合  

管理者  

 

               所 在  地               

               参加者名               

               代表者名             印  

 

参加表明書  

下記業務に係るプロポーザルについて、実施要領に基づく参加者の資格

要件を満たしていますので、参加を表明します。  

記  

業 務 名 称   

参 加 者 名   

代 表 者 の 職 ・ 氏 名   

所 在 地   

連 絡 担 当 所 属 名   

連 絡 担 当 者 氏 名   

電 話   

Ｆ Ａ Ｘ   

ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ   



 
 

 

 

様式第３号（第８条関係）  

 

参加者概要書（会社概要）  

参 加 者 名   

設 立 年 月 日  年    月    日  

資 本 金                       円  

売 上 高  

（ 直 近 年 度 ）  
万円  

本 店 住 所   

県 内 支 店  

又 は 営 業 所 住 所  
 

全 社 従 業 員 数   

登 録 事 業   

 



 
 

 

 

様式第４号（第８条関係）  

 

関連業務実績書  

〈関連業務の概要〉  

発 注 機 関 名   

業 務 名 称   

履 行 期 間   

契 約 金 額   

業 務 概 要   

 

〈関連業務の概要〉  

発 注 機 関 名   

業 務 名 称   

履 行 期 間   

契 約 金 額   

業 務 概 要   

 
注１：地方公共団体（一部事務組合を含む。）が発注する同種業務（施設整備基

本計画）及び同種業務（生活環境影響調査）を元請けとして受託し、かつ
完了した実績を各５件以内で、本様式（６枚まで）にて作成すること。  

注２：受託業務ごとに業務内容及び業務の完了が確認できる書面の写し（契約書
及び委託業務完了検査結果通知書又はテクリスの登録内容確認書（業務実
績））を添付すること。  



 
 

 

 

様式第５号（第８条関係）  

 

業務実施体制書  

区分  氏   名  所属 ･ 役職  担当業務内容  

管理技術者     

担当技術者  

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

注１：担当技術者欄に記載した担当技術者を評価対象者とする。  
注２：氏名にはふりがなをふること。  

 

〈協力企業等〉  

会社名  

又は氏名  

所 在  地  

担当者名  

分担業務の  

内容と理由  

   

   

   

   

注３：本業務の一部について協力会社又は学識経験者の協力を受ける場合は、全
て記載すること。  

 



 
 

 

 

様式第６号（第８条関係） 

 

予定技術者実績書 

管理技術者／担当技術者 

氏 名： 生年月日：        （年齢   歳） 

勤務地： 業務経験年数（実務年数）：      年 

所属･役職： 

保有資格 登録番号 取得年月日 

   

   

   

区分 業務名称 発注機関名 履行期間 業務概要 役割 

同
種
業
務
（
施
設
整
備
基
本
計
画
）

の
実
績 

1)    管・担・補 

2)    管・担・補 

3)    管・担・補 

4)    管・担・補 

5)    管・担・補 

区分 業務名称 発注機関名 履行期間 業務概要 役割 
 

同
種
業
務
（
生
活
環
境
影
響
調
査
）

の
実
績 

1)    管・担・補 

2)    管・担・補 

3)    管・担・補 

4)    管・担・補 

5)    管・担・補 

注１：保有資格については、保有を証明できる書面の写しを添付すること。 
注２：地方公共団体（一部事務組合を含む。）が発注する同種業務（施設整備基本計画）及び同種業務（生活環境

影響調査）について実績を記載すること。また、受託業務ごとに業務の内容、完了及び技術者が従事した業
務の実績が確認できる書面の写し（契約書、委託業務完了検査結果通知書、技術管理者通知書、テクリスの
登録内容確認書（業務実績）、技術者実績確認書等）を添付すること。 

注３：本業務の公表日現在３か月以上の雇用関係にあるものが確認できる書類の写しを添付すること。 
注４：役割の欄中、管（責任者又はこれに準ずる立場で業務を行った）、担（専従的に業務を行った）、補(サポ 

ート的な立場で業務を行った)より選択すること。 
注５：本様式は、技術者１名につき１枚作成すること。 



 
 

 

 

様式第７号（第９条関係）  

  年   月   日  

 

          様  

 

                  川島桶川資源循環組合  

                  管理者  

 

プロポーザル参加資格確認結果通知書  

 

年   月   日付 けで 貴 社か ら 提出 の あ っ たプ ロ ポー ザ ル

参加表明書について、下記のとおり結果を通知します。  

企画提案書提出資格者につきましては、実施要領に基づき期限内に

企画提案書等を提出願います。  

なお、期限後の提出は認めませんので、念のため申し添えます。  

記  

業 務 名 称   

参 加 表 明 書  

参 加 者 名  
 

代 表 者 の 職 ・ 氏 名   

所 在 地   

結 果   

備 考   



 
 

 

 

様式第８号（第１０条関係）  

  年   月   日  

 

川島桶川資源循環組合  

管理者  

 

              所  在  地               

              参加者名               

              代表者名             印  

 

企画提案書等送付書  

   下記業務に係る企画提案書等を提出します。  

記  

業 務 名 称   

提 案 者 名   

代表者の職・氏名   

所 在 地   

 

              【連絡担当者】  

               担当者               

               所  属               

               電  話               

               ＦＡＸ               

e-mail              

 



 
 

 

 

様式第９号（第１０条関係）  

 

企画提案書（実施体制、実施工程）  

本業務における実施体制、実施工程をまとめること。  

 

 
注１：業務工程を本様式で記載できない場合は、別葉（任意様式Ａ４版）で

作成し、添付すること。  
注２：フォントサイズ１０ .５ポイント以上で記載すること。  
注３：企画提案書はＡ４版、片面１０枚以内で作成すること。  



 
 

 

 

様式第９号（第１０条関係）  

 

企画提案書（業務提案書）  

テーマに関する基本的な考え方などについて記載すること。  

 

 
注１：フォントサイズ１０ .５ポイント以上で記載すること。  

注２：企画提案書はＡ４版、片面１０枚以内で作成すること。



 
 

 

 

様式第１０号（第１０条関係）  

  年   月   日  

 

川島桶川資源循環組合  

管理者  

 

              所  在  地               

              参加者名               

              代表者名             印  

 

見積書  

 新ごみ処理施設 整備基本 計画策定 等業務委託 に係る 見積金額につ

いて、下記のとおり提出します。  

記  

〈見積額〉  

億  千  百  十  万  千  百  十  円  

         

       （消費税及び地方消費税を含む金額）  

     【内  訳】  

      令和７年度              円  

 

      令和８年度              円  

 

注１）金額は算用数字で記入すること。  
注２）年度ごとの内訳書を添付すること。  

（内訳書の様式及び枚数の制限なし。）  
注３）消費税率は、１０％で計上すること。  



 
 

 

 

様式第１１号（第１３条関係）  

 第      号  

 年   月   日  

 

          様  

 

                  川島桶川資源循環組合  

                  管理者  

 

プロポーザル審査結果通知書  

 

年   月   日付 けで 貴 社か ら 提出 の あ っ た新 ご み処 理 施

設整備基本計画 策 定等業務委託に関 する企画提案書等 を審査した結

果、下記のとおり決定しましたので通知します。  

記  

 〈審査結果〉  

  委託契約候補者名                      

      次席者名                      

 

 


